
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）
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40福岡県 北九州市 353 国際村交流センター ○ 国際村交流センター地域にぎわいづくり共同事業体 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州芸術劇場 ○ (財)北九州市芸術文化振興財団 ○ ○ H 21 3 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 響ホール ○ (財)北九州市芸術文化振興財団 ○ ○ H 21 3 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司市民会館 ○ 共同企業体　ｸﾞﾙｰﾌﾟA2K ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松市民会館 ○ 共同企業体　ｸﾞﾙｰﾌﾟA3K ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡市民会館 ○ 共同企業体　ｸﾞﾙｰﾌﾟA4K ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大手町練習場 ○ (財)北九州市芸術文化振興財団 ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 旧百三十銀行ギャラリー ○ ㈱椛組 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司庭球場 ○ NPO法人北九州フットボールクラブ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司運動場 ○ NPO法人北九州フットボールクラブ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司球技場 ○ NPO法人北九州フットボールクラブ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 総合体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 黒崎体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 城山体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 城山球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 城山庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡東柔剣道場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾スポーツセンター ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 香月スポーツセンター ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡西柔剣道場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 沖田プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 鞘ケ谷競技場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西戸畑体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑体育館庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑柔剣道場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西戸畑児童プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松球技場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 24 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小石プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 藤ノ元プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松武道場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡東体育館 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 高炉台球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 城山緑地庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 香月中央運動場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 香月中央庭球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 木屋瀬プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 上津役プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大池プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 浅生球場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 夜宮弓道場 ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 岩ケ鼻市民プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 仙水児童プール ○ (公財)北九州市体育協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司青少年体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司弓道場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司温水プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 松ヶ江プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉北体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉北柔剣道場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉南体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

40福岡県 北九州市 353 国際村交流センター

40福岡県 北九州市 北九州芸術劇場

40福岡県 北九州市 響ホール

40福岡県 北九州市 門司市民会館

40福岡県 北九州市 若松市民会館

40福岡県 北九州市 八幡市民会館

40福岡県 北九州市 大手町練習場

40福岡県 北九州市 旧百三十銀行ギャラリー

40福岡県 北九州市 新門司庭球場

40福岡県 北九州市 新門司運動場

40福岡県 北九州市 新門司球技場

40福岡県 北九州市 総合体育館

40福岡県 北九州市 黒崎体育館

40福岡県 北九州市 城山体育館

40福岡県 北九州市 城山球場

40福岡県 北九州市 城山庭球場

40福岡県 北九州市 八幡東柔剣道場

40福岡県 北九州市 折尾スポーツセンター

40福岡県 北九州市 香月スポーツセンター

40福岡県 北九州市 八幡西柔剣道場

40福岡県 北九州市 沖田プール

40福岡県 北九州市 鞘ケ谷競技場

40福岡県 北九州市 戸畑体育館

40福岡県 北九州市 西戸畑体育館

40福岡県 北九州市 戸畑庭球場

40福岡県 北九州市 戸畑体育館庭球場

40福岡県 北九州市 戸畑柔剣道場

40福岡県 北九州市 西戸畑児童プール

40福岡県 北九州市 若松体育館

40福岡県 北九州市 若松球技場

40福岡県 北九州市 若松球場

40福岡県 北九州市 若松庭球場

40福岡県 北九州市 小石プール

40福岡県 北九州市 藤ノ元プール

40福岡県 北九州市 若松武道場

40福岡県 北九州市 八幡東体育館

40福岡県 北九州市 高炉台球場

40福岡県 北九州市 城山緑地庭球場

40福岡県 北九州市 香月中央運動場

40福岡県 北九州市 香月中央庭球場

40福岡県 北九州市 木屋瀬プール

40福岡県 北九州市 上津役プール

40福岡県 北九州市 大池プール

40福岡県 北九州市 折尾プール

40福岡県 北九州市 浅生球場

40福岡県 北九州市 夜宮弓道場

40福岡県 北九州市 岩ケ鼻市民プール

40福岡県 北九州市 仙水児童プール

40福岡県 北九州市 新門司体育館

40福岡県 北九州市 門司体育館

40福岡県 北九州市 門司青少年体育館

40福岡県 北九州市 門司庭球場

40福岡県 北九州市 門司弓道場

40福岡県 北九州市 新門司温水プール

40福岡県 北九州市 松ヶ江プール

40福岡県 北九州市 小倉北体育館

40福岡県 北九州市 小倉北柔剣道場

40福岡県 北九州市 小倉南体育館

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

40福岡県 北九州市 353 国際村交流センター

40福岡県 北九州市 北九州芸術劇場

40福岡県 北九州市 響ホール

40福岡県 北九州市 門司市民会館

40福岡県 北九州市 若松市民会館

40福岡県 北九州市 八幡市民会館

40福岡県 北九州市 大手町練習場

40福岡県 北九州市 旧百三十銀行ギャラリー

40福岡県 北九州市 新門司庭球場

40福岡県 北九州市 新門司運動場

40福岡県 北九州市 新門司球技場

40福岡県 北九州市 総合体育館

40福岡県 北九州市 黒崎体育館

40福岡県 北九州市 城山体育館

40福岡県 北九州市 城山球場

40福岡県 北九州市 城山庭球場

40福岡県 北九州市 八幡東柔剣道場

40福岡県 北九州市 折尾スポーツセンター

40福岡県 北九州市 香月スポーツセンター

40福岡県 北九州市 八幡西柔剣道場

40福岡県 北九州市 沖田プール

40福岡県 北九州市 鞘ケ谷競技場

40福岡県 北九州市 戸畑体育館

40福岡県 北九州市 西戸畑体育館

40福岡県 北九州市 戸畑庭球場

40福岡県 北九州市 戸畑体育館庭球場

40福岡県 北九州市 戸畑柔剣道場

40福岡県 北九州市 西戸畑児童プール

40福岡県 北九州市 若松体育館

40福岡県 北九州市 若松球技場

40福岡県 北九州市 若松球場

40福岡県 北九州市 若松庭球場

40福岡県 北九州市 小石プール

40福岡県 北九州市 藤ノ元プール

40福岡県 北九州市 若松武道場

40福岡県 北九州市 八幡東体育館

40福岡県 北九州市 高炉台球場

40福岡県 北九州市 城山緑地庭球場

40福岡県 北九州市 香月中央運動場

40福岡県 北九州市 香月中央庭球場

40福岡県 北九州市 木屋瀬プール

40福岡県 北九州市 上津役プール

40福岡県 北九州市 大池プール

40福岡県 北九州市 折尾プール

40福岡県 北九州市 浅生球場

40福岡県 北九州市 夜宮弓道場

40福岡県 北九州市 岩ケ鼻市民プール

40福岡県 北九州市 仙水児童プール

40福岡県 北九州市 新門司体育館

40福岡県 北九州市 門司体育館

40福岡県 北九州市 門司青少年体育館

40福岡県 北九州市 門司庭球場

40福岡県 北九州市 門司弓道場

40福岡県 北九州市 新門司温水プール

40福岡県 北九州市 松ヶ江プール

40福岡県 北九州市 小倉北体育館

40福岡県 北九州市 小倉北柔剣道場

40福岡県 北九州市 小倉南体育館

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 城野体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 曽根体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉南庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉南武道場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 朽網プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司陸上競技場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 田野浦庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大里柔剣道場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 和布刈塩水プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大里プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 三萩野体育館 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 三萩野庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 勝山弓道場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 紫川河畔庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 紫川河畔プール ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 吉田太陽の丘庭球場 ○ コナミスポーツ＆日本管財共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 桃園球場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 桃園運動場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 桃園庭球場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 桃園弓道場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 桃園市民プール ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大谷球場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市民球場 ○ 北九州野球㈱ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 三萩野球場 ○ 北九州野球㈱ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 的場池体育館 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 的場池球場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 的場池弓道場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 文化記念プール ○ 西部ガス㈱ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 文化記念運動場 ○ 西部ガス㈱ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 文化記念庭球場 ○ 西部ガス㈱ ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 本城陸上競技場 ○ スポーツパークパートナーズ本城共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 本城球場 ○ スポーツパークパートナーズ本城共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 本城運動場 ○ スポーツパークパートナーズ本城共同事業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 ひびきコスモス運動場 ○ ㈱スピナ ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市旧古河鉱業若松ビル ○ 中央興産㈱ ○ ○ H 20 12 9 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 交通安全センター ○ NPO法人タウンモービルネットワーク北九州 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司勤労青少年ホーム ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松勤労青少年ホーム ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡西勤労青少年ホーム ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 福祉会館 ○ (社福)北九州市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑市民会館 ○ (社福)北九州市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市  ふれあいむら社ノ木デイサービスセンター ○ (社福)北九州市門司民生事業協会 ○ ○ H 21 3 31 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 特別養護老人ホームかざし園 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新門司老人福祉センター ○ (社福)北九州市門司民生事業協会 ○ ○ H 20 12 11 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校周望学舎 ○ (社福)北九州市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 11 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校穴生学舎 ○ (社福)北九州市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 11 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州穴生ドーム ○ (社福)北九州市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 11 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司障害者地域活動センター ○ (社福)あすなろ学園 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑障害者地域活動センター ○ (社福)北九州身体障害者福祉事業協会 ○ ○ H 23 12 7 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉南障害者地域活動センター ○ (社福)北九州あゆみの会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 総合療育センター ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小池学園 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 23 12 7 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡西障害者地域活動センター ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 春ヶ丘学園 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 ひかり工芸舎 ○ (社福)光の子会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 きく工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 浅野工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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40福岡県 北九州市 城野体育館

40福岡県 北九州市 曽根体育館

40福岡県 北九州市 小倉南庭球場

40福岡県 北九州市 小倉南武道場

40福岡県 北九州市 朽網プール

40福岡県 北九州市 門司陸上競技場

40福岡県 北九州市 門司球場

40福岡県 北九州市 田野浦庭球場

40福岡県 北九州市 大里柔剣道場

40福岡県 北九州市 和布刈塩水プール

40福岡県 北九州市 大里プール

40福岡県 北九州市 三萩野体育館

40福岡県 北九州市 三萩野庭球場

40福岡県 北九州市 勝山弓道場

40福岡県 北九州市 紫川河畔庭球場

40福岡県 北九州市 紫川河畔プール

40福岡県 北九州市 吉田太陽の丘庭球場

40福岡県 北九州市 桃園球場

40福岡県 北九州市 桃園運動場

40福岡県 北九州市 桃園庭球場

40福岡県 北九州市 桃園弓道場

40福岡県 北九州市 桃園市民プール

40福岡県 北九州市 大谷球場

40福岡県 北九州市 北九州市民球場

40福岡県 北九州市 三萩野球場

40福岡県 北九州市 的場池体育館

40福岡県 北九州市 的場池球場

40福岡県 北九州市 的場池弓道場

40福岡県 北九州市 文化記念プール

40福岡県 北九州市 文化記念運動場

40福岡県 北九州市 文化記念庭球場

40福岡県 北九州市 本城陸上競技場

40福岡県 北九州市 本城球場

40福岡県 北九州市 本城運動場

40福岡県 北九州市 ひびきコスモス運動場

40福岡県 北九州市 北九州市旧古河鉱業若松ビル

40福岡県 北九州市 交通安全センター

40福岡県 北九州市 門司勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 若松勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 八幡西勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 福祉会館

40福岡県 北九州市 戸畑市民会館

40福岡県 北九州市  ふれあいむら社ノ木デイサービスセンター

40福岡県 北九州市 特別養護老人ホームかざし園

40福岡県 北九州市 新門司老人福祉センター

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校周望学舎

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校穴生学舎

40福岡県 北九州市 北九州穴生ドーム

40福岡県 北九州市 門司障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 戸畑障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 小倉南障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 総合療育センター

40福岡県 北九州市 小池学園

40福岡県 北九州市 八幡西障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 春ヶ丘学園

40福岡県 北九州市 ひかり工芸舎

40福岡県 北九州市 きく工芸舎

40福岡県 北九州市 浅野工芸舎

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 城野体育館

40福岡県 北九州市 曽根体育館

40福岡県 北九州市 小倉南庭球場

40福岡県 北九州市 小倉南武道場

40福岡県 北九州市 朽網プール

40福岡県 北九州市 門司陸上競技場

40福岡県 北九州市 門司球場

40福岡県 北九州市 田野浦庭球場

40福岡県 北九州市 大里柔剣道場

40福岡県 北九州市 和布刈塩水プール

40福岡県 北九州市 大里プール

40福岡県 北九州市 三萩野体育館

40福岡県 北九州市 三萩野庭球場

40福岡県 北九州市 勝山弓道場

40福岡県 北九州市 紫川河畔庭球場

40福岡県 北九州市 紫川河畔プール

40福岡県 北九州市 吉田太陽の丘庭球場

40福岡県 北九州市 桃園球場

40福岡県 北九州市 桃園運動場

40福岡県 北九州市 桃園庭球場

40福岡県 北九州市 桃園弓道場

40福岡県 北九州市 桃園市民プール

40福岡県 北九州市 大谷球場

40福岡県 北九州市 北九州市民球場

40福岡県 北九州市 三萩野球場

40福岡県 北九州市 的場池体育館

40福岡県 北九州市 的場池球場

40福岡県 北九州市 的場池弓道場

40福岡県 北九州市 文化記念プール

40福岡県 北九州市 文化記念運動場

40福岡県 北九州市 文化記念庭球場

40福岡県 北九州市 本城陸上競技場

40福岡県 北九州市 本城球場

40福岡県 北九州市 本城運動場

40福岡県 北九州市 ひびきコスモス運動場

40福岡県 北九州市 北九州市旧古河鉱業若松ビル

40福岡県 北九州市 交通安全センター

40福岡県 北九州市 門司勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 若松勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 八幡西勤労青少年ホーム

40福岡県 北九州市 福祉会館

40福岡県 北九州市 戸畑市民会館

40福岡県 北九州市  ふれあいむら社ノ木デイサービスセンター

40福岡県 北九州市 特別養護老人ホームかざし園

40福岡県 北九州市 新門司老人福祉センター

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校周望学舎

40福岡県 北九州市 年長者研修大学校穴生学舎

40福岡県 北九州市 北九州穴生ドーム

40福岡県 北九州市 門司障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 戸畑障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 小倉南障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 総合療育センター

40福岡県 北九州市 小池学園

40福岡県 北九州市 八幡西障害者地域活動センター

40福岡県 北九州市 春ヶ丘学園

40福岡県 北九州市 ひかり工芸舎

40福岡県 北九州市 きく工芸舎

40福岡県 北九州市 浅野工芸舎

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 八千代工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 とばた工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北方ひまわり学園 ○ (社福)北九州あゆみの会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 到津ひまわり学園 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松ひまわり学園 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 引野ひわまり学園 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 浅野社会復帰センター ○ (社福)北九州精神保健福祉事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 洞海工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡東工芸舎 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 日明リサイクル工房 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 本城リサイクル工房 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 きく通勤寮 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 とばた通勤寮 ○ (社福)北九州市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市障害者スポーツセンター ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 23 12 7 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 東部障害者福祉会館 ○ (公財)北九州市身体障害者福祉協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館 ○ (公財)北九州市身体障害者福祉協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 点字図書館 ○ (公財)北九州市身体障害者福祉協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 ビデオライブラリー ○ (公財)北九州市身体障害者福祉協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館デイサービスセンター ○ (公財)北九州市身体障害者福祉協会 ○ ○ H 21 3 31 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市  介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州) ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 子育てふれあい交流プラザ ○ NPO法人子ども未来ネットワーク北九州 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 子どもの館 ○ NPO法人子ども未来ネットワーク北九州 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉母子寮 ○ (社福)北九州市小倉社会事業協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡母子寮 ○ (社福)八幡民生事業協会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 母子福祉センター ○ (一財)北九州市母子寡婦福祉会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 風師児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大里児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大里西児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 大里東児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 到津児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 貴船児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 三郎丸児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 下富野児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 新政町児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 中島児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 長浜児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 南小倉児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 山田児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北方児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 葛原児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 菅生児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 徳力児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 徳力南児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 蜷田児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 南曽根児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 横代児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若園児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 高須児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 高塔児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 深町児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 藤ノ木児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 枝光児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 山王児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 槻田児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西本町児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 浅川児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 穴生児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 八千代工芸舎

40福岡県 北九州市 とばた工芸舎

40福岡県 北九州市 若松工芸舎

40福岡県 北九州市 北方ひまわり学園

40福岡県 北九州市 到津ひまわり学園

40福岡県 北九州市 若松ひまわり学園

40福岡県 北九州市 引野ひわまり学園

40福岡県 北九州市 浅野社会復帰センター

40福岡県 北九州市 洞海工芸舎

40福岡県 北九州市 八幡東工芸舎

40福岡県 北九州市 日明リサイクル工房

40福岡県 北九州市 本城リサイクル工房

40福岡県 北九州市 きく通勤寮

40福岡県 北九州市 とばた通勤寮

40福岡県 北九州市 北九州市障害者スポーツセンター

40福岡県 北九州市 東部障害者福祉会館

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館

40福岡県 北九州市 点字図書館

40福岡県 北九州市 ビデオライブラリー

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館デイサービスセンター

40福岡県 北九州市  介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)

40福岡県 北九州市 子育てふれあい交流プラザ

40福岡県 北九州市 子どもの館

40福岡県 北九州市 小倉母子寮

40福岡県 北九州市 八幡母子寮

40福岡県 北九州市 母子福祉センター

40福岡県 北九州市 風師児童館

40福岡県 北九州市 大里児童館

40福岡県 北九州市 大里西児童館

40福岡県 北九州市 大里東児童館

40福岡県 北九州市 到津児童館

40福岡県 北九州市 貴船児童館

40福岡県 北九州市 三郎丸児童館

40福岡県 北九州市 下富野児童館

40福岡県 北九州市 新政町児童館

40福岡県 北九州市 中島児童館

40福岡県 北九州市 長浜児童館

40福岡県 北九州市 南小倉児童館

40福岡県 北九州市 山田児童館

40福岡県 北九州市 北方児童館

40福岡県 北九州市 葛原児童館

40福岡県 北九州市 菅生児童館

40福岡県 北九州市 徳力児童館

40福岡県 北九州市 徳力南児童館

40福岡県 北九州市 蜷田児童館

40福岡県 北九州市 南曽根児童館

40福岡県 北九州市 横代児童館

40福岡県 北九州市 若園児童館

40福岡県 北九州市 高須児童館

40福岡県 北九州市 高塔児童館

40福岡県 北九州市 深町児童館

40福岡県 北九州市 藤ノ木児童館

40福岡県 北九州市 枝光児童館

40福岡県 北九州市 山王児童館

40福岡県 北九州市 槻田児童館

40福岡県 北九州市 西本町児童館

40福岡県 北九州市 浅川児童館

40福岡県 北九州市 穴生児童館

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 八千代工芸舎

40福岡県 北九州市 とばた工芸舎

40福岡県 北九州市 若松工芸舎

40福岡県 北九州市 北方ひまわり学園

40福岡県 北九州市 到津ひまわり学園

40福岡県 北九州市 若松ひまわり学園

40福岡県 北九州市 引野ひわまり学園

40福岡県 北九州市 浅野社会復帰センター

40福岡県 北九州市 洞海工芸舎

40福岡県 北九州市 八幡東工芸舎

40福岡県 北九州市 日明リサイクル工房

40福岡県 北九州市 本城リサイクル工房

40福岡県 北九州市 きく通勤寮

40福岡県 北九州市 とばた通勤寮

40福岡県 北九州市 北九州市障害者スポーツセンター

40福岡県 北九州市 東部障害者福祉会館

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館

40福岡県 北九州市 点字図書館

40福岡県 北九州市 ビデオライブラリー

40福岡県 北九州市 西部障害者福祉会館デイサービスセンター

40福岡県 北九州市  介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)

40福岡県 北九州市 子育てふれあい交流プラザ

40福岡県 北九州市 子どもの館

40福岡県 北九州市 小倉母子寮

40福岡県 北九州市 八幡母子寮

40福岡県 北九州市 母子福祉センター

40福岡県 北九州市 風師児童館

40福岡県 北九州市 大里児童館

40福岡県 北九州市 大里西児童館

40福岡県 北九州市 大里東児童館

40福岡県 北九州市 到津児童館

40福岡県 北九州市 貴船児童館

40福岡県 北九州市 三郎丸児童館

40福岡県 北九州市 下富野児童館

40福岡県 北九州市 新政町児童館

40福岡県 北九州市 中島児童館

40福岡県 北九州市 長浜児童館

40福岡県 北九州市 南小倉児童館

40福岡県 北九州市 山田児童館

40福岡県 北九州市 北方児童館

40福岡県 北九州市 葛原児童館

40福岡県 北九州市 菅生児童館

40福岡県 北九州市 徳力児童館

40福岡県 北九州市 徳力南児童館

40福岡県 北九州市 蜷田児童館

40福岡県 北九州市 南曽根児童館

40福岡県 北九州市 横代児童館

40福岡県 北九州市 若園児童館

40福岡県 北九州市 高須児童館

40福岡県 北九州市 高塔児童館

40福岡県 北九州市 深町児童館

40福岡県 北九州市 藤ノ木児童館

40福岡県 北九州市 枝光児童館

40福岡県 北九州市 山王児童館

40福岡県 北九州市 槻田児童館

40福岡県 北九州市 西本町児童館

40福岡県 北九州市 浅川児童館

40福岡県 北九州市 穴生児童館

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 永犬丸児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 香月児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 楠橋児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 黒崎児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小嶺児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 中原児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西戸畑児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 牧山児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 夜宮児童館 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 おぐまの保育所 ○ (社福)北九州市小倉社会事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（乳児部） ○ (社福)正善寺福祉会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（夜間部） ○ (社福)正善寺福祉会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北方保育所 ○ (社福)北九州市小倉社会事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 古前保育所 ○ (社福)北九州市若松民生事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡東さくら保育所 ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 陣原保育所 ○ (社福)北九州市保育事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 千防保育所 ○ (社福)北九州市保育事業協会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 藍島保育所 ○ (一財)北九州市母子寡婦福祉会 ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 第１緑地保育センター ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 第２緑地保育センター ○ (社福)北九州市福祉事業団 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 もじ少年自然の家 ○ NPO法人北九州市レクリエーション協会 ○ ○ H 19 12 13 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 玄海青年の家 ○ 玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 男女共同参画センター ○ (財)アジア女性交流・研究フォーラム ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 東部勤労婦人センター ○ (財)アジア女性交流・研究フォーラム ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西部勤労婦人センター ○ (財)アジア女性交流・研究フォーラム ○ ○ H 22 12 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市環境ミュージアム ○ ﾀｶﾐﾔ･ﾏﾘﾊﾞｰ里山を考える会共同事業体 ○ ○ H 20 12 11 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市エコタウンセンター ○ ひびき灘開発㈱ ○ ○ H 20 11 10 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市産学連携センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市共同研究開発センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市情報技術高度化センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市事業化支援センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市技術開発交流センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市学術情報センター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市会議場 ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市体育館 ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市運動場 ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州テレワークセンター ○ (公財)北九州産業学術推進機構 ○ ○ H 19 12 26 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 商工貿易会館 ○ 北九州商工会議所 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州産業技術保存継承センター ○ (公財)北九州活性化協議会 ○ ○ H 21 12 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市  北九州国際展示場(西日本総合展示場新館) ○ (公財)西日本産業貿易コンベンション協会 ○ ○ H 20 12 25 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州国際会議場 ○ (公財)西日本産業貿易コンベンション協会 ○ ○ H 20 12 25 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市小倉城 ○ 北九州まちづくり応援団㈱ ○ ○ H 20 12 20 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉城庭園 ○ 北九州まちづくり応援団㈱ ○ ○ H 20 12 20 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 水環境館 ○ 北九州まちづくり応援団㈱ ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市旧九州鉄道本社 ○ 九州鉄道記念館運営共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市関門海峡ﾐｭｰｼﾞｱﾑ ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ駐車場 ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市旧大阪商船 ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市旧門司三井倶楽部 ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ観光物産館 ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ展望室 ○ ㈱ビービーディオー・ジェイ・ウエスト・アクティオ㈱共同企業体 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 釣り台付き遊歩道（脇田海釣り桟橋） ○ ひびき灘漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 林業振興センター ○ 北九州市森林組合 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 白野江植物公園 ○ 内山緑地建設㈱ ○ ○ H 19 12 12 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 響灘緑地 ○ (財)北九州市都市整備公社 ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 山田緑地 ○ 東部緑地・里山を考える会共同事業体 ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市ほたる館 ○ 東部緑地・里山を考える会共同事業体 ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 永犬丸児童館

40福岡県 北九州市 折尾児童館

40福岡県 北九州市 香月児童館

40福岡県 北九州市 楠橋児童館

40福岡県 北九州市 黒崎児童館

40福岡県 北九州市 小嶺児童館

40福岡県 北九州市 中原児童館

40福岡県 北九州市 西戸畑児童館

40福岡県 北九州市 牧山児童館

40福岡県 北九州市 夜宮児童館

40福岡県 北九州市 おぐまの保育所

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（乳児部）

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（夜間部）

40福岡県 北九州市 北方保育所

40福岡県 北九州市 古前保育所

40福岡県 北九州市 八幡東さくら保育所

40福岡県 北九州市 陣原保育所

40福岡県 北九州市 千防保育所

40福岡県 北九州市 藍島保育所

40福岡県 北九州市 第１緑地保育センター

40福岡県 北九州市 第２緑地保育センター

40福岡県 北九州市 もじ少年自然の家

40福岡県 北九州市 玄海青年の家

40福岡県 北九州市 男女共同参画センター

40福岡県 北九州市 東部勤労婦人センター

40福岡県 北九州市 西部勤労婦人センター

40福岡県 北九州市 北九州市環境ミュージアム

40福岡県 北九州市 北九州市エコタウンセンター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市産学連携センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市共同研究開発センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市情報技術高度化センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市事業化支援センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市技術開発交流センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市学術情報センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市会議場

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市体育館

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市運動場

40福岡県 北九州市 北九州テレワークセンター

40福岡県 北九州市 商工貿易会館

40福岡県 北九州市 北九州産業技術保存継承センター

40福岡県 北九州市  北九州国際展示場(西日本総合展示場新館)

40福岡県 北九州市 北九州国際会議場

40福岡県 北九州市 北九州市小倉城

40福岡県 北九州市 小倉城庭園

40福岡県 北九州市 水環境館

40福岡県 北九州市 北九州市旧九州鉄道本社

40福岡県 北九州市 北九州市関門海峡ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市旧大阪商船

40福岡県 北九州市 北九州市旧門司三井倶楽部

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ観光物産館

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ展望室

40福岡県 北九州市 釣り台付き遊歩道（脇田海釣り桟橋）

40福岡県 北九州市 林業振興センター

40福岡県 北九州市 白野江植物公園

40福岡県 北九州市 響灘緑地

40福岡県 北九州市 山田緑地

40福岡県 北九州市 北九州市ほたる館

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 永犬丸児童館

40福岡県 北九州市 折尾児童館

40福岡県 北九州市 香月児童館

40福岡県 北九州市 楠橋児童館

40福岡県 北九州市 黒崎児童館

40福岡県 北九州市 小嶺児童館

40福岡県 北九州市 中原児童館

40福岡県 北九州市 西戸畑児童館

40福岡県 北九州市 牧山児童館

40福岡県 北九州市 夜宮児童館

40福岡県 北九州市 おぐまの保育所

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（乳児部）

40福岡県 北九州市 小倉北ふれあい保育所（夜間部）

40福岡県 北九州市 北方保育所

40福岡県 北九州市 古前保育所

40福岡県 北九州市 八幡東さくら保育所

40福岡県 北九州市 陣原保育所

40福岡県 北九州市 千防保育所

40福岡県 北九州市 藍島保育所

40福岡県 北九州市 第１緑地保育センター

40福岡県 北九州市 第２緑地保育センター

40福岡県 北九州市 もじ少年自然の家

40福岡県 北九州市 玄海青年の家

40福岡県 北九州市 男女共同参画センター

40福岡県 北九州市 東部勤労婦人センター

40福岡県 北九州市 西部勤労婦人センター

40福岡県 北九州市 北九州市環境ミュージアム

40福岡県 北九州市 北九州市エコタウンセンター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市産学連携センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市共同研究開発センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市情報技術高度化センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市事業化支援センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市技術開発交流センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市学術情報センター

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市会議場

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市体育館

40福岡県 北九州市 北九州学術研究都市運動場

40福岡県 北九州市 北九州テレワークセンター

40福岡県 北九州市 商工貿易会館

40福岡県 北九州市 北九州産業技術保存継承センター

40福岡県 北九州市  北九州国際展示場(西日本総合展示場新館)

40福岡県 北九州市 北九州国際会議場

40福岡県 北九州市 北九州市小倉城

40福岡県 北九州市 小倉城庭園

40福岡県 北九州市 水環境館

40福岡県 北九州市 北九州市旧九州鉄道本社

40福岡県 北九州市 北九州市関門海峡ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市旧大阪商船

40福岡県 北九州市 北九州市旧門司三井倶楽部

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ観光物産館

40福岡県 北九州市 北九州市門司港レトロ展望室

40福岡県 北九州市 釣り台付き遊歩道（脇田海釣り桟橋）

40福岡県 北九州市 林業振興センター

40福岡県 北九州市 白野江植物公園

40福岡県 北九州市 響灘緑地

40福岡県 北九州市 山田緑地

40福岡県 北九州市 北九州市ほたる館

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 河内自転車貸出し施設 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 道原自転車貸出し施設 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司港駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉駅北口自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 小倉駅南口自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 西小倉駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 南小倉駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 朽網駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 下曽根駅北口自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 下曽根駅南口自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 徳力嵐山口自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 若松渡船場前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾駅西自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾駅東自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 折尾駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 黒崎駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 陣原北自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 陣原南自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 本城駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 九州工大駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑駅前自転車駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 到津の森公園・ひびき動物ワールド ○ (財)北九州市都市整備公社 ○ ○ H 21 3 31 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 志井ファミリープール ○ アドベンチャープール活性化共同企業体 ○ ○ H 19 12 12 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市平尾台自然の郷 ○ ハートランド平尾台㈱ ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市門司麦酒煉瓦館 ○ ジェイアール九州メンテナンス㈱ ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営勝山公園地下駐車場 ○ ㈱駅ﾚﾝﾀｶｰ九州 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営室町駐車場 ○ ㈱駅ﾚﾝﾀｶｰ九州 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営天神島駐車場 ○ ㈱駅ﾚﾝﾀｶｰ九州 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営中央町駐車場 ○ (公社)北九州市シルバー人材センター ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八王寺団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八幡まるやま団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川 団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（一枝団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（夜宮団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（馬寄 団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（丸山 団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上本町団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（後楽団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（二タ松団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（藤松 団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折戸口団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片上団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（古城団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（柳原北団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（永黒第一団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（寺内第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清見東団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大里東一丁目団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（小熊野団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白銀団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（紫川団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（今町団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 河内自転車貸出し施設

40福岡県 北九州市 道原自転車貸出し施設

40福岡県 北九州市 門司駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 門司港駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 小倉駅北口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 小倉駅南口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 西小倉駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 南小倉駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 朽網駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 下曽根駅北口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 下曽根駅南口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 徳力嵐山口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 若松駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 若松渡船場前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 八幡駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅西自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅東自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 黒崎駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 陣原北自転車駐車場

40福岡県 北九州市 陣原南自転車駐車場

40福岡県 北九州市 本城駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 九州工大駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 戸畑駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 到津の森公園・ひびき動物ワールド

40福岡県 北九州市 志井ファミリープール

40福岡県 北九州市 北九州市平尾台自然の郷

40福岡県 北九州市 北九州市門司麦酒煉瓦館

40福岡県 北九州市 北九州市営勝山公園地下駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営室町駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営天神島駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営中央町駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八王寺団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八幡まるやま団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（一枝団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（夜宮団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（馬寄 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（丸山 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上本町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（後楽団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（二タ松団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（藤松 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折戸口団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片上団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（古城団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（柳原北団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（永黒第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（寺内第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清見東団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大里東一丁目団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（小熊野団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白銀団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（紫川団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（今町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野団地）

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 河内自転車貸出し施設

40福岡県 北九州市 道原自転車貸出し施設

40福岡県 北九州市 門司駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 門司港駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 小倉駅北口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 小倉駅南口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 西小倉駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 南小倉駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 朽網駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 下曽根駅北口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 下曽根駅南口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 徳力嵐山口自転車駐車場

40福岡県 北九州市 若松駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 若松渡船場前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 八幡駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅西自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅東自転車駐車場

40福岡県 北九州市 折尾駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 黒崎駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 陣原北自転車駐車場

40福岡県 北九州市 陣原南自転車駐車場

40福岡県 北九州市 本城駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 九州工大駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 戸畑駅前自転車駐車場

40福岡県 北九州市 到津の森公園・ひびき動物ワールド

40福岡県 北九州市 志井ファミリープール

40福岡県 北九州市 北九州市平尾台自然の郷

40福岡県 北九州市 北九州市門司麦酒煉瓦館

40福岡県 北九州市 北九州市営勝山公園地下駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営室町駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営天神島駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営中央町駐車場

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八王寺団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（八幡まるやま団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（境川第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（一枝団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（夜宮団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（馬寄 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（丸山 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上本町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（後楽団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（二タ松団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（藤松 団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折戸口団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片上団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（古城団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（柳原北団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（永黒第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（寺内第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清見東団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大里東一丁目団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（小熊野団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白銀団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（紫川団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（今町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野団地）

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明和団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（板櫃団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（日明団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（赤坂東第一団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（松崎団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上富野団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片野南団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（菊ケ丘団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（高浜第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野第三団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（神幸町第三団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第三団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（井堀第一団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上到津第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（鋳物師　団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（ひらまつ団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（長浜団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（若葉団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（葛原第一団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（城野南団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（志井団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（あらしやま団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方けやき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方くすのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方さつき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方なのみ団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かしのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方いちいがし団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方みずき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ひいらぎ団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方まきのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方むくのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かえで団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ゆりのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方こぶし団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ねむのき団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（波打団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清納団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西折尾団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東王子団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折尾町団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（穴生団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第一団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明治町団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第二団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西坂下団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上殿団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（野面南団地） ○ 北九州市住宅供給公社 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司図書館 ○ ㈱図書館流通センター ○ ○ H 19 12 10 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 国際友好記念図書館 ○ ㈱図書館流通センター ○ ○ H 19 12 10 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 戸畑図書館 ○ ㈱日本施設協会 ○ ○ H 19 12 10 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明和団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（板櫃団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（日明団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（赤坂東第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（松崎団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上富野団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片野南団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（菊ケ丘団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（高浜第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（神幸町第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（井堀第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上到津第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（鋳物師　団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（ひらまつ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（長浜団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（若葉団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（葛原第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（城野南団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（志井団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（あらしやま団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方けやき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方くすのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方さつき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方なのみ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かしのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方いちいがし団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方みずき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ひいらぎ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方まきのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方むくのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かえで団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ゆりのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方こぶし団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ねむのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（波打団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清納団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西折尾団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東王子団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折尾町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（穴生団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明治町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西坂下団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上殿団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（野面南団地）

40福岡県 北九州市 門司図書館

40福岡県 北九州市 国際友好記念図書館

40福岡県 北九州市 戸畑図書館

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明和団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（板櫃団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（日明団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（赤坂東第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（松崎団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上富野団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（片野南団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（菊ケ丘団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（高浜第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（下富野第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（神幸町第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東篠崎第三団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（黄金第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（井堀第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上到津第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（白萩団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（鋳物師　団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（ひらまつ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（長浜団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（若葉団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（葛原第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（城野南団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（志井団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（あらしやま団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方けやき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方くすのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方さつき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方なのみ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かしのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方いちいがし団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方みずき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ひいらぎ団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方まきのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方むくのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方かえで団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ゆりのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方こぶし団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（北方ねむのき団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（波打団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（清納団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西折尾団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（東王子団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（折尾町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（穴生団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第一団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（明治町団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（大辻東第二団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（西坂下団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（上殿団地）

40福岡県 北九州市 北九州市営住宅（野面南団地）

40福岡県 北九州市 門司図書館

40福岡県 北九州市 国際友好記念図書館

40福岡県 北九州市 戸畑図書館

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kj m n

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

指定管理者名

指定管理者
制度導入施
設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

指定管理者制度導入施設の状況

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定日 管理開始日施設名

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

都道府県名

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

h ol

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

p

40福岡県 北九州市 若松図書館 ○ ㈱日本施設協会 ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡図書館 ○ ㈱図書館流通センター ○ ○ H 20 12 8 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 門司病院 ○ 医療法人　茜会 ○ ○ H 20 10 7 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 黒崎文化ホール ○ （株）黒崎コミュニティサービス ○ ○ H 22 3 29 H 24 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 八幡西図書館 ○ （株）黒崎コミュニティサービス ○ ○ H 22 3 29 H 24 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 北九州市 かぐめよし少年自然の家 ○ 玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体 ○ ○ H 23 12 7 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

353 353 89 27 114 25 98 34 170 0 94 0 7 48 250 0 0 96 7 0 0 1 2 347 0 0 0 0 3 1 34 310 8 60 293 353 0 250 103合計
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 若松図書館

40福岡県 北九州市 八幡図書館

40福岡県 北九州市 門司病院

40福岡県 北九州市 黒崎文化ホール

40福岡県 北九州市 八幡西図書館

40福岡県 北九州市 かぐめよし少年自然の家

353 353合計

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表してい
る」を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

ｓ

評価

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

u v y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につ
いて

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの５zの４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

250 250 250 250 0 250 103 353 0 353 0 353 0 353 0 0 0 353 0 0 0 353 0 0 0 353 0 0 0 0 0 353 0 353 0 0 0
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

施設名
都道府県名

40福岡県 北九州市 若松図書館

40福岡県 北九州市 八幡図書館

40福岡県 北九州市 門司病院

40福岡県 北九州市 黒崎文化ホール

40福岡県 北九州市 八幡西図書館

40福岡県 北九州市 かぐめよし少年自然の家

353 353合計

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

353 0 0 0 353 0 0 0 2 351 345 0 4 4 8 324 20 1 0 287 0
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